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大
半
が
オ
ン
ラ
イ

ン
で
出
席
。
会
員
会

所
属
管
理
士
に
も

ラ
イ
ブ
配
信
を
行

っ
た
。 

日
管
連
に
よ
る

と
、
総
会
に
は
ウ
ェ

ブ
会
議
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
出
席
を
呼

び
掛
け
る
一
方
、
議

決
権
行
使
書
・
委
任

状
の
利
用
を
求
め

た
。
議
場
に
出
席
し

た
の
は
４
１
会
員

会
中
の
３
会
員
会

の
議
決
権
行
使
者

に
と
ど
ま
っ
た
。 

２
０
２
０
年
度

は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
が
早
期
に
改

正
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
法
に
お

け
る
国
・
地
方
自
治

体
の
要
望
に
対
応

で
き
る
体
制
の
整

備
と
登
録
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
の
増

加
を
目
指
す
。
管
理

組
合
損
害
補
償
金

給
付
制
度
、
Ａ
Ｄ
Ｒ

事
業
の
推
進
に
引

き
続
き
注
力
す
る
。 

Ａ
Ｄ
Ｒ
で
初
の
合
意
実
績 

「
オ
ン
ラ
イ
ン

理
事
会
」
、
導
入
検

討
が
急
上
昇―

。
一

般
社
団
法
人
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
協

会
（
管
理
協
）
が
８

月
１
１
日
に
公
表

し
た
「
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
ト
レ
ン
ド
調

査
２
０
２
０
」
の
結

果
概
要
で
、
「
Ｉ
Ｔ

を
活
用
し
た
理
事

会
」
開
催
を
導
入
・

検
討
し
て
い
る
会

員
管
理
会
社
が
前

回
調
査
比
で
１
・
５

倍
に
増
加
し
て
い

る
。
コ
ロ
ナ
禍
で

「
非
対
面
会
合
」
へ

の
ニ
ー
ズ
が
高
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。 調

査
は
昨
年
に

続
き
２
回
目
。
今
年

４
月
か
ら
６
月
に

か
け
、
会
員
３
５
９

社
を
対
象
に
実
施
。

全
体
の
９
３
・
３
％

に
当
た
る
３
３
５

社
が
回
答
し
た
。 

Ｉ
Ｔ
活
用
の
取

り
組
み 

Ａ
Ｉ
・
Ｉ
ｏ
Ｔ
な

ど
先
進
技
術
の
導
入

状
況
に
つ
い
て
尋
ね

た
。 「

導
入
済
み
」
と

す
る
回
答
が
最
も
多

か
っ
た
の
は
「
管
理

組
合
収
納
口
座
の
出

納
に
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
活
用
」
で
１
０

５
社
。 

「
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し

た
理
事
会
」
は
１
０

社
が
導
入
、
９
５
社

が
「
検
討
し
て
い
る
」

と
回
答
し
、
両
者
を

合
わ
せ
る
と
全
体
の

３
１
・
３
％
に
上
る
。 

前
回
調
査
で
は
、
試

験
実
施
を
含
め
「
ウ

ェ
ブ
を
活
用
し
た
非

対
面
理
事
会
」
を
導

入
し
て
い
た
の
は
２

社
。
１
年
で
５
倍
に

な
っ
た
計
算
だ
。「
将

来
的
に
導
入
し
た

い
」
と
答
え
た
会
員

は
６
６
社
だ
っ
た
。 

 

先
進
技
術
の
導
入

に
お
け
る
課
題
に
つ

い
て
も
尋
ね
た
。 

 

ト
ッ
プ
３
は
「
導

入
コ
ス
ト
が
高
い
」

（
２
１
４
社
）
、「
技

術
動
向
を
見
極
め

て
い
る
」（
１
１
４

社
）「
導
入
効
果
が

見
え
な
い
」（
１
０

６
社
）。 

「
導
入
検
討
」が
急
増 

コ
ロ
ナ
禍
で
ニ
ー
ズ
拡
大
か 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理 

ト
レ
ン
ド
調
査 
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「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
併
用
で
開
催 

担
当
者
の
Ｉ
Ｔ

環
境
は
「
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
」
が
１
８
３

社
で
ト
ッ
プ
。
前
回

は
１
５
８
社
で
「
携

一
般
社
団
法
人

日
本
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
士
会
連
合
会

（
日
管
連
、
瀬
下
義

浩
会
長
）
は
８
月
２

６
日
、
東
京
・
品
川

の
Ｔ
Ｋ
Ｐ
品
川
カ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ

ン
タ
ー
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｅ

Ｘ
で
第
１
２
回
定

時
総
会
を
開
い
た
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け

る
試
み
と
し
て
当

日
は
初
の
ウ
ェ
ブ

会
議
シ
ス
テ
ム
を

活
用
し
、
会
員
会
は

帯
電
話
（
ガ
ラ
ケ

ー
）
」
の
１
６
８
社

よ
り
少
な
か
っ
た

が
、
今
回
は
ガ
ラ
ケ

ー
（
１
３
４
社
）
を

上
回
っ
た
。 

 

マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
法
の
改

正
で
Ｉ
Ｔ
重
説
・
書

面
の
電
子
化
が
認

め
ら
れ
た
が
対
象

シ

ス

テ

ム

の

導

入
・
管
理
組
合
へ
の

提
案
予
定
は
「
な

い
」
が
２
３
３
社
と

６
９
・
３
％
に
達
し

た
。
「
あ
り
」
は
３

社
。
「
検
討
中
」
が

８
０
社
だ
っ
た
。 

災
害
等
対
策 

 

災
害
時
等
に
お

け
る
事
業
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
は
８

３
社
が
策
定
済
み
。

作
成
中
も
６
８
社

あ
っ
た
。 

 

災
害
時
に
お
け

る
取
り
組
み
内
容

の
ト
ッ
プ
３
は
「
従

業
員
の
安
否
確
認

体
制
の
整
備
」（
２

５
１
社
＝
複
数
回

答
）、「
シ
ス
テ
ム
障

害
対
応
（
デ
ー
タ
の

バ

ッ

ク

ア

ッ

プ

等
）」（
１
５
８
社
）、

「
震
災
時
の
対
応

１
９
年
度
の
補

償
金
給
付
制
度
の

利
用
実
績
は
今
年

７

月

時

点

で

６

件
。
昨
年
６
月
末

と
の
比
較
で
３
件

増
と
な
っ
た
。
６

件
中
３
件
は
制
度

利
用
を
申
請
で
き

る
「
認
定
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
」
が

管
理
者
、
残
る
３

件
は
同
管
理
士
が

監
事
に
就
任
し
て

い
る
。
認
定
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
士
は

管理協 

 

７
月
１
日
時
点
で

３
７
７
人
に
達
し

て
い
る
。 

昨
年
１
１
月
に

は
外
部
専
門
家
役

員
と
し
て
の
活
動

状
況
に
つ
い
て
会

員
会
に
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し

た
。
１
４
会
員
会
の

２
６
人
か
ら
「
外
部

専
門
家
役
員
と
し

て
活
動
し
て
い
る
」

旨
の
回
答
を
得
た
。

管
理
組
合
数
は
６

０
に
上
る
。 

Ａ
Ｄ
Ｒ
事
業
に

は
実
施
者
と
し
て

７
月
１
日
時
点
で

前
年
同
日
比
２
２

人
増
の
１
１
７
人

が
登
録
。
１
９
年
度

は
問
い
合
わ
せ
６

件
、
申
し
込
み
が
１

件
あ
っ
た
。
申
し
込

み
が
あ
っ
た
１
件

は
、
当
事
者
の
間
で

合
意
が
成
立
。
日
管

連
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ

事
業
の
合
意
成
立
第

１
号
と
な
っ
た
。
日

管
連
に
よ
れ
ば
、
当

事
者
は
区
分
所
有
者

と
管
理
組
合
。 

Ａ
Ｄ
Ｒ
に
つ
い
て

は
申
し
込
み
者
の
資

格
要
件
に
つ
い
て
法

務
省
に
確
認
し
「
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
に
関

わ
る
団
体
」
で
も
可

能
、
と
す
る
回
答
を

得
た
と
し
て
、
今
後

は
管
理
会
社
の
利
用

も
視
野
に
入
れ
、
活

用
を
推
進
し
て
い

く
。 ６

月
１
日
現
在
の

所
属
管
理
士
数
は
１

５
９
２
。
前
年
同
日

比
で
１
５
増
。（
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
新
聞
１

１
４
７
号
） 

オ
ン
ラ
イ
ン 

理

事

会 

日管連 

８
／  

第  

回 
定

時

総

会 

12 

26 

マ
ニ
ュ
ア
ル
策
定
」

（
１
５
５
社
）。 

 

管
理
組
合
へ
の
提

案
は
「
防
災
備
品
の

購
入
」（
１
９
６
社
）

が
最
多
。 

管
理
協
が
紹
介
す

る
「
災
害
対
策
出
動

保
険
」
に
は
２
９
社

が
加
入
。
検
討
中
は

５
６
社
で
「
加
入
す

る
予
定
は
な
い
」
は

２
８
１
社
に
上
っ

た
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞
１
１
４
６

号
） 
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編集後記 

 

約  

万
円
の
賠
償
責
任
認
め
る 

問
題
と
な
っ
た

工
事
は
２
０
１
３

年
１
１
月
に
着
工
。

外
壁
タ
イ
ル
の
補

修
や
防
水
工
事
な

ど
を
行
い
翌
１
４

年
の
３
月
に
竣
工

し
て
い
る
。
工
事
の

実
施
や
資
金
の
借

り
入
れ
は
総
会
で

承
認
さ
れ
て
い
る

が
、
判
決
は
「
決
議

を
得
た
か
ら
と
い

っ
て
善
管
注
意
義

務
違
反
が
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な

い
」
と
し
、「（
工
事

を
実
施
す
る
と
い

う
）
職
務
の
遂
行
が

総
会
ま
た
は
理
事

会
の
決
議
に
基
づ

く
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
賠
償
責
任

を
免
れ
る
理
由
に

は
な
ら
な
い
」
と
結

論
付
け
た
。 

野
山
裁
判
長
は

「
理
事
長
は
管
理

組
合
に
対
し
て
善

管
注
意
義
務
を
負

う
」
と
述
べ
た
う
え

で
「
職
務
の
遂
行
に

当
た
り
、
自
己
の
私

的
な
利
益
を
追
求
し

て
は
な
ら
な
い
」
と

言
及
。
私
的
利
益
を

目
的
と
し
て
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
は
管

理
組
合
に
対
す
る
善

管
注
意
義
務
違
反
に

当
た
り
、「
こ
れ
に
よ

っ
て
生
じ
た
管
理
組

合
の
損
害
を
賠
償
す

る
責
に
任
ず
る
」
と

判
断
し
た
。 

元
理
事
長
側
は
、

善
管
注
意
義
務
違
反

に
つ
い
て
「
総
会
決

議
に
従
っ
て
工
事
を

実
施
し
た
も
の
だ
か

ら
義
務
違
反
は
生
じ

な
い
」
と
反
論
。 

「
業
務
に
関
す
る

責
任
は
組
合
員
全
員

が
負
う
が
、
故
意
重

過
失
が
あ
っ
た
場
合

は
こ
の
限
り
で
な

い
」
と
規
定
さ
れ
る

管
理
規
約
の
条
文
を

示
し
「
そ
も
そ
も
管

理
組
合
の
役
員
は
職

務
の
執
行
に
つ
き
故

意
重
過
失
が
あ
っ
た

場
合
に
の
み
責
任
を

負
う
」
と
も
主
張
し

た
が
、
こ
の
規
定
は

「
第
三
者
に
損
害
を

発
生
さ
せ
た
場
合
を

想
定
し
た
も
の
だ
」

と
さ
れ
、
退
け
ら
れ

た
。 

◇ 
元
理
事
長
が
管
理

組
合
に
対
し
、
損
害

賠
償
義
務
を
負
う
原

因
に
な
っ
た
「
私
的

利
益
」
と
は
何
か
。

判
決
で
は
「
住
戸
を

高
値
で
売
る
た
め
に

行
う
必
要
の
な
い
工

事
を
強
行
し
た
」
と

断
じ
て
い
る
。 

そ
の
根
拠
に
つ
い

て
判
決
は
複
数
の
事

実
認
定
を
行
い
、
こ

の
事
実
か
ら
「
私
的

利
益
の
た
め
に
工
事

を
行
っ
た
」
と
認
定

し
た
。 

野
山
裁
判
長
は
、

元
理
事
長
が
１
１

年
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が

建
つ
近
隣
に
あ
る
実

家
所
在
地
に
住
民
票

を
移
し
、
ま
た
元
理

事
長
の
実
家
が
建
て

直
し
を
行
っ
た
１
３

年
に
は
「
転
売
し
て

転
居
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
た
」
と
認
定

し
た
。 

管
理
組
合
が
受
け

た
具
体
的
な
「
損
害
」

の
対
象
に
な
っ
た
の

は
①
工
事
費
用
（
１

６
２
７
万
５
０
０
０

０
円
）
②
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
士
支
払
い
報

酬
等
（
５
万
７
３
７

０
円
）
③
リ
フ
ォ
ー

ム
融
資
の
保
証
料

（
２
９
万
８
６
０
０

円
）
④
リ
フ
ォ
ー
ム
融

資
返
済
利
息
（
１
５
８

万
７
２
４
９
円
）
⑤
工

事
後
実
施
さ
れ
た
戸

車
交
換
（
１
６
万
７
４

０
０
円
）―

。
判
決
で

は
各
費
目
に
つ
い
て

損
害
額
を
算
定
し
て

い
る
。 

①
に
関
し
て
は
「
全

額
に
つ
い
て
債
務
不

履
行
に
基
づ
く
賠
償

義
務
を
負
う
」
と
し
た

上
で
「
損
害
の
発
生
と

同
一
の
原
因
に
よ
っ

て
管
理
組
合
の
損
害

を
直
接
填
補

て

ん

ぽ

（
て
ん

ぽ
）
す
る
目
的
・
機
能

を
有
す
る
利
益
が
生

じ
た
と
き
は
、
当
該
利

益
は
損
益
相
殺
の
対

象
と
な
る
」
と
言
及
。 

こ
の
観
点
か
ら
防

水
工
事
（
１
９
７
万
１

６
５
６
円
）
は
「
有
用

性
が
あ
っ
た
」
と
し
全

額
を
損
害
か
ら
相
殺

し
た
。 

だ
が
残
り
１
４
３

０
万
３
３
４
４
円
に

つ
い
て
は
「
工
事
の
実

施
で
将
来
あ
る
か
も

し
れ
な
い
工
事
費
用

の
支
出
の
一
部
を
免

れ
た
こ
と
を
考
慮
し

て
も
、
相
殺
控
除
で
き

る
の
は
半
額
」
だ
と
結

論
付
け
た
。 

結
局
、
７
１
５
万
１

６
７
２
円
を
損
害
額

だ
と
認
定
し
て
い
る
。 

②
は
、
工
事
実
施
に

当
た
り
元
理
事
長
が

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

に
相
談
し
た
際
に
発

生
し
た
費
用
だ
が
「
職

務
遂
行
に
際
し
て
ア

ド
バ
イ
ス
を
求
め
る

た
め
の
支
出
」
だ
と

し
、
金
額
を
義
務
違
反

と
「
相
当
因
果
関
係
の

あ
る
損
害
」
と
認
定
し

た
。
③
④
も
工
事
を
行

わ
な
け
れ
ば
必
要
は

な
か
っ
た
」
と
し
、
全

額
を
損
害
と
認
定
し

て
い
る
。 

⑤
は
工
事
実
施
後
、

理
事
長
の
提
案
で
行

わ
れ
た
も
の
。
交
換
を

承
認
し
た
臨
時
総
会

の
招
集
を
決
め
た
と

さ
れ
る
理
事
会
が
開

催
さ
れ
て
い
な
い
、
支

出
承
認
の
決
議
が
行

わ
れ
る
前
に
一
部
で

交
換
が
先
行
実
施
さ

れ
て
い
た
、
と
い
っ
た

手
続
き
の
瑕
疵
な
ど

が
問
題
に
な
っ
た
た

め
損
害
の
対
象
に
な

っ
た
が
、
判
決
で
は

「
全
戸
一
斉
に
交
換

工
事
を
行
う
こ
と
自

体
の
合
理
性
は
あ
っ

た
」
と
し
、
こ
の
分
は

損
害
と
認
め
な
か
っ

た
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞
１
１
４
１
号
） 
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大
規
模
修
繕
工
事
に
際
す
る
職
務
執
行
に
「
善
管
注
意
義
務
違
反
」
が
あ
っ
た
と
し
、

工
事
を
推
進
し
た
、
当
時
の
管
理
組
合
理
事
長
に
損
害
賠
償
債
務
が
あ
る
と
認
め
る
判

決
が
昨
年
１
１
月
、
東
京
高
裁
で
あ
っ
た
。
野
山
宏
裁
判
長
は
、
元
理
事
長
が
工
事
を

推
進
し
た
の
は
「
組
合
員
の
利
益
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
装
い
つ
つ
、
そ
の
実
は
私
的

利
益
を
図
っ
た
も
の
で
善
管
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
」
と
認
定
。
お
お
む
ね
工
事
費

の
４
割
以
上
に
当
た
る
約
７
１
５
万
円
に
加
え
、
工
事
実
施
の
た
め
に
借
り
入
れ
た
リ

フ
ォ
ー
ム
融
資
の
利
息
・
保
証
料
、
元
理
事
長
が
相
談
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
へ
の

支
払
い
報
酬
も
「
善
管
注
意
義
務
違
反
と
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
し
、
計
約
９
１
０
万

円
を
「
管
理
組
合
の
損
害
」
と
認
め
、
損
害
の
賠
償
責
任
は
元
理
事
長
が
負
う
、
と
結

論
付
け
た
。
元
理
事
長
側
は
上
告
し
て
い
る
。 

「
住
戸
の
高
値
転
売
目
的
」
と
認
定 

昨
年  

月
東
京
高
裁 

管
理
組
合
に
対
し
て 

「私的利益」のために工事強行 
判例トピック 
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